
令和４年度第２回東区協議会 

次 第 

日時：令和４年６月 29日（水）午後１時 30 分から 

会場：東区役所 31、32 会議室 

１ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 議事 

（１）協議事項について 

ア 令和３年度東区地域力向上事業（助成事業）の事後評価について 

【東区区振興課】 

イ 浜松市中央卸売市場再整備基本構想（案）のパブリック・コメントの実施について

 【中央卸売市場】 

（２）地域課題について 

４ 連絡事項 

（１）各課からの連絡 

（２）次回以降の開催予定 

７月の開催予定 令和４年７月 29 日（金）午後 1時 30 分から 

会場：東区役所 ３階 31、32 会議室 

８月の開催予定 令和４年８月 26 日（金）午後 1時 30 分から 

会場：東区役所 ３階 31、32 会議室 

５ 委員からの発信 

６ 閉会 



 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名  令和３年度東区地域力向上事業（助成事業）の事後評価について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

地域力向上事業は、住みよい地域社会を実現するため、区民

の参加と協働により区の特性を活かした事業や課題を解決す

る事業です。 

○市民提案による住みよい地域づくり助成事業 

  団体の提案に基づき、市が公益上の必要性を認め、団体が

自主的に取り組む事業に対し、市から補助金を交付すること

で、効果が期待できる事業 

対象の区協議会 東区 

内  容 

令和３年度実施の市民提案による住みよい地域づくり助成事

業の事業評価について報告を行います。 

・評価件数１件 

事後評価内容については、別紙のとおり。 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

・事後評価の結果については、浜松市東区のホームページにて

公開します。 

担当課 東区・区振興課 担当者 小粥 電話 424-0115 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。



　令和３年度　地域力向上事業　事後評価

【助成事業】 （単位：円）

実施

状況
東区ら
しさ

達成度
支援の
必要性

費用対
効果

1
東日本大震災から明日へつなぐ防災事業
　～楽しみながら築く防災の輪～
ファミリー防災すごろく「ＫＩＺＵＮＡ」の製作

　特定非営利活動法人
　積志かがやきカフェ

終了 B A A A 250,000

2

3

4

5

6

7

8

9

合計 250,000

評価
№ 事業名

市執行額
（補助金額）

団体名

地域力向上事業の評価基準について

評価 Ａ　高い Ｂ　普通 Ｃ　低い

判断
基準

評価 Ａ　高い Ｂ　普通 Ｃ　低い

判断
基準

評価 Ａ　高い Ｂ　普通 Ｃ　低い

判断
基準

評価 Ａ　高い Ｂ　普通 Ｃ　低い

判断
基準

評価項目 評価及び判断基準

東区らしさ
・事業の実施にあたり、各区固有の人材、資源などを活かせたか。
より発展、強化させることに繋がったか。

事業目的の達成度

・提案時点で掲げた目的をどの程度達成したか。

費用対効果

・市が補助金を支出して支援を行う必要性（財政面で市の支援を必
要とする事業であるかどうか）

・事業実施により得られた効果と、かかる経費のバランスは適切
か。

財政支援の必要性



＜　令和３年度　＞ （　東区　区振興課　）

助成事業

　事　業　名
東日本大震災から明日へつなぐ防災事業  ～楽しみながら築く防災の輪～
ファミリー防災すごろく「ＫＩＺＵＮＡ」の製作

実施団体名 特定非営利活動法人　積志かがやきカフェ

事業の目的

１　被災後に避難する最小単位である家族に焦点を当て、防災への意識、自助力の向
 上、共助、援助の体制づくりを進める。

２　家族で、命の大切さや防災について話し合い、意識、知識、避難の共有化を図る。

３　東区民、地域住民の一層の防災意識の向上を図るとともに、自助力、受援力を高める
  契機とする。

事業の成果

（内容）

１　実績
　（１）ファミリー防災すごろく「ＫＩＺＵＮＡ」の製作
　　　①期　　　　 間：８月下旬から１２月末
　　　②製 作 部 数：２００部
　（２）ファミリー防災すごろく「ＫＩＺＵＮＡ」の体験
　　　①期　　　  日：  令和４年３月６日（日）

令和４年３月９日（水）
令和４年３月１１日（金）

　　　②会　　  　場：積志協働センター、珈楽庵
　　　③対　　　  象：積志地区在住家族、浜松市内一人参加者
　　　④参   加   者：延べ５５名（３回）
　　　⑤内　　　  容： 作成の趣旨、使い方

「ＫＩＺＵＮＡ」を使ってゲームをしよう
岩手県大船渡市とのオンライン交流

２　事業の成果
　①地域及び住民（子どもを含む）防災意識の高揚
　②災害に強いまちづくりの推進
　③住民としてできる自助と共助、受援力の高揚
　④災害時に役立つ方策、心構え、実行力の育成
　⑤団体としての活動の再確認、地域に根ざした防災事業の推進

総事業費（円） 583,653 補助金額（円） 250,000

評　価

項　目
ランク

A B C

　１）　東区らしさ 高い 普通 低い

　２）　事業目的の達成度 高い 普通 低い

意見等

　本事業は
・大きな災害が発生する前や発生時に、自分の命は自分で守ること、互いに協力し合うこと等、家族から
  地域までの防災対策、安全・安心なまちづくり推進の一助となる事業である。

・すごろくKIZUNAの体験を通して、地域住民の防災意識の向上等が図られる契機となる。また、体験を
　重ねることで、一層の効果が期待できる。

　３）　財政支援の必要性 高い 普通 低い

　４）　費用対効果 高い 普通 低い



 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 
 浜松市中央卸売市場再整備基本構想（案）の 

パブリック・コメント実施について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

〇目的 
 開設から 43 年を経過した市場施設の老朽化は著しく、国
が示す市場施設のあり方として、流通の円滑化や品質・衛生
管理の高度化、情報通信技術の活用など、社会環境の変化に
対応した施設整備と持続可能な管理・運営体制の実現のた
め、再整備の方針や手法、維持管理のあり方を含めた基本構
想の策定を行うものです。 

〇背景 
・中央卸売市場の再整備にあたり、市場関係者で組織する今後

の市場のあり方研究会、附属機関である開設運営協議会や庁
内検討委員会においての協議、市場事業者の意向把握や民間
事業者に対するサウンディング型市場調査を実施しました。

・あり方研究会等を開催し、市場事業者への意向把握、意向把
握結果報告、理想的な機能配置と物流動線のあり方検討、機
能配置イメージ（案）作成や、事業手法・運営・余剰地活用
など検討を行ってきました。

・庁内検討委員会を開催し、市場事業者やサウンディング型市
場調査の実施結果を基に、市場再整備基本構想（案）の検討
を行ってきました。

対象の区協議会 全区協議会 

内  容 

浜松市中央卸売市場再整備基本構想（案）のパブリック・

コメント実施について概要を説明するとともに、ご意見を伺

うもの。 

〇市場整備の考え方（コンセプト） 
・施設規模の適正化が図られた施設づくり 

・商品の鮮度を維持し衛生管理が可能な施設づくり 

・本市の豊かな農林・水産資源や立地環境を活かした施設 

づくり 

・働き方改革を鑑み安全・安心で働きやすい施設づくり 

・適正な施設規模に伴い発生した余剰地の活用は、市場活性

化を目指します 

・カーボンニュートラルを見据え、食品廃棄物の発生抑制、

再利用・再生利用を踏まえ循環型再生可能エネルギーの導

入を目指します 

・情報通信技術、物流 DX など活用した社会環境に適応した 

市場機能の変革を目指します 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

案の公表、意見募集   令和 4年 6月 16 日～7月 15 日 

市の考え方公表時期   令和 4年 9月 予定 

最終案報告       令和 4年 10 月 予定 

担当課 中央卸売市場 担当者 水谷 寿樹 電話 427-7401 



浜松市中央卸売市場再整備基本構想（案）

に対するご意見をお待ちしています！

１．「浜松市中央卸売市場再整備基本構想（案）」とは 

中央卸売市場は、開設から 43 年が経過し、施設・設備の老朽化が著しく、社

会環境の変化に対応した市場施設のあり方として、流通の円滑化や品質・衛生

管理の高度化、情報通信技術の活用などが難しいことから、現在の中央卸売市

場の再整備を行うための方針や手法、維持管理のあり方を含めた基本構想の策

定を行うものです。 

２．案の公表期間及び意見募集期間 

令和 4 年 6 月 16 日（木）～令和 4 年 7 月 15 日（金）

３．案の公表先 

中央卸売市場、農業水産課、市政情報室、区役所、協働センター、中央図書館

（臨時窓口）、市民協働センター（中区中央一丁目）、パブコメ PR コーナー（市

役所本館 1階ロビー）にて配布

浜松市ホームページ（https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp）に掲載

【トップページ→ご意見・お問い合わせ→パブリック・コメント制度】

４．意見の提出方法 

意見書には、住所、氏名または団体名、電話番号を記入して、次のいずれかの

方法で提出してください。
（意見書の様式は特に問いませんが、参考様式を添付しています。なお、意見は浜松市ホ
ームページ上にある意見入力フォームからも直接提出できます。）

①直接持参 中央卸売市場（管理棟２階）まで書面で提出

②郵便【はがき、封書】

（最終日の消印有効）

〒４３５－００２３

浜松市南区新貝町２３９－１ 中央卸売市場あて

③電子メール orosika@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
④ＦＡＸ ０５３－４２７－７４０４（中央卸売市場）

５．寄せられた意見の内容および市の考え方の公表

お寄せいただいたご意見の内容は、本市の考え方とあわせて、令和４年９月に

公表します。公表先は案の公表先と同じです。 

６．問い合わせ先 

産業部中央卸売市場（ＴＥＬ ０５３－４２７－７４０３）

｢パブリック・コメント制度｣とは、市が計画や条例など

を策定するときに、案の段階で市民の皆さんに公表し、ご

意見、ご要望などを聴きながら最終的な案を決定する手続

きのことをいいます。 

浜松市では、平成１５年４月から、この制度を導入して

います。 



下記の資料をご覧のうえ、ご意見をお寄せください

●パブリック・コメント実施案件の概要

   ●浜松市中央卸売市場再整備基本構想（案） 

    １ 基本構想策定の趣旨         ････････ Ｐ１

    ２ 卸売市場とは            ････････ Ｐ２～Ｐ５

    ３ 食品流通を取り巻く社会環境の変化 ････････ Ｐ６～Ｐ１０

    ４ 浜松市中央卸売市場の現状と動向 ････････ Ｐ１１～Ｐ１６

    ５ 浜松市中央卸売市場の概要 ････････ Ｐ１７～Ｐ２０

    ６ 浜松市中央卸売市場再整備に関する条件の整理･･ Ｐ２１～Ｐ２２

    ７ 浜松市中央卸売市場の将来ビジョンと戦略 ････ Ｐ２３～Ｐ２７

    ８ 市場再整備方針 ････････ Ｐ２８～Ｐ３２

    ９ 市場再整備スケジュール ････････ Ｐ３３

   １０ 資料編             ････････ Ｐ３４～Ｐ３６

    （１）検討会等の開催経緯

    （２）語句説明

●意見提出様式（参考）



パブリック・コメント実施案件の概要 

案件名 浜松市中央卸売市場再整備基本構想（案）

趣旨・目的 

・ 開設から 43 年を経過した市場施設の老朽化は著しく、国が示す

市場施設のあり方として、流通の円滑化や品質・衛生管理の高度

化、情報通信技術の活用など、社会環境の変化に対応した施設整

備と持続可能な管理・運営体制の実現のため、再整備の方針や手

法、維持管理のあり方を含めた基本構想の策定を行うものです。

策定（見直し）に 

至った背景・経緯 

・ 中央卸売市場の再整備にあたり、市場関係者で組織する今後の市

場のあり方研究会、附属機関である開設運営協議会や庁内検討委

員会においての協議、市場事業者の意向把握や民間事業者に対す

るサウンディング型市場調査を実施しました。

・ あり方研究会等を開催し、市場事業者への意向把握、意向把握結

果報告、理想的な機能配置と物流動線のあり方検討、機能配置イ

メージ（案）作成や、事業手法・運営・余剰地活用など検討を行

ってきました。

・ 庁内検討委員会を開催し、市場事業者やサウンディング型市場調

査の実施結果を基に、市場再整備基本構想（案）の検討を行って

きました。

立案した際の 

実施機関の考え方

及び論点 

・ 市場は、食品等の流通の核として市民に安定的に生鮮食料品等を

供給する重要な役割を果たすことが目的ですが、年々、市場取扱

数量、取扱金額は減少傾向にあり、全国農業算出額 7 位の本市が、

豊かな農林・水産資源に恵まれた環境と関東圏と近畿圏の中間と

いう立地条件を活かせる環境を有し、新たな取組みにより、市場

取扱数量を増加させ、浜松市中央卸売市場の活性化に繋げていく

など、再整備の方針や考え方を示し、最適な施設整備を行うため

に基本構想を作成するものです。

案のポイント 

（見直し事項な

ど） 

●市場再整備方針 

・市場機能を全面移転可能な規模の用地確保が難しいため現在地での

再整備を検討しています。 

・市場は 24 時間稼働しており、稼働しながら既存施設の長寿命化改

修を行うことは安全衛生上の課題が大きく、また、建物改修の大きな

変更要素が無いため、理想的な物流動線の確保が困難となります。 

・長寿命化と高機能化の同時改修は、既存施設の劣化度によりコスト

増につながる可能性があるため、全面建替えを目指しています。 

●市場整備の考え方（コンセプト） 

・施設規模の適正化が図られた施設づくり 

・商品の鮮度を維持し衛生管理が可能な施設づくり 

・本市の豊かな農林・水産資源や立地環境を活かした施設づくり 

・働き方改革を鑑み安全・安心で働きやすい施設づくり 

・適正な施設規模に伴い発生した余剰地の活用は、市場活性化を目指



します 

・カーボンニュートラルを見据え、食品廃棄物の発生抑制、再利用・

再生利用を踏まえ循環型再生可能エネルギーの導入を目指します 

・情報通信技術、物流 DX など活用した社会環境に適応した市場機能

の変革を目指します 

関係法令・ 

上位計画など 

関係法令：卸売市場法 

     浜松市中央卸売市場業務条例

計画・条例等の 

策定スケジュール 

（予定） 

令和 4 年 6 月 16 日 案の公表、意見募集（～7 月 15 日）

令和 4 年 8 月   案の修正、市の考え方の作成

令和 4 年 9 月   意見募集結果及び市の考え方公表

令和 4 年 10 月   最終案報告



■浜松市中央卸売市場の現状

■浜松市中央卸売市場再整備に関する条件の整理

■食品流通を取り巻く社会環境の変化

浜松市中央卸売市場再整備基本構想（案） （概要版） 2022年３月

基本構想策定の趣旨 浜松市中央卸売市場は、開設から43年が経過し、施設・設備の老朽化が著しいことや卸売市場法の改正等を踏まえ、消費者が求める安全・安心で新鮮な生鮮食料品等を安定供給する基本的機能の強化と、市場が担う新しい機能の
導入のあり方を明確にし、社会環境の変化に対応した施設整備と持続可能な管理・運営体制の実現のため、将来ビジョンや再整備方針等を含めた基本構想を策定するものである。

□浜松市中央卸売市場の位置
本市場は浜松市南方の南区に位置し、天竜川（右岸）と安間川（左岸）の間

に位置している。敷地の西側には、国道１号線が通っており、東名高速道路浜松IC
から車で約10分の距離にある。敷地の南側には飯田公園があり、その他周辺には住
宅地と田畑が広がる環境である。

□人口減少・少子高齢化の進展
• 浜松市の人口は、2005年（平成17年）の80.4万人をピークに、
その後は減少傾向が続く

• 2025年（令和７年）には人口の約３割が65歳以上の高齢者と
なることが予測され、少子高齢化が進展

□世帯人員減少と世帯数の増加
• 世帯数は、2010年（平成22年）以降、増加が続くと予測されて
おり、単身世帯の増加により、2045年（令和27年）には、1.97人
（2010年は1世帯当たり2.67人）まで減少すると予測される

□家計における加工食品支出の増加
• １人当たりの食料支出割合の推移では、生鮮食品は、2010年
（平成22年）の約30％から、2030年（令和12年）には約23％と
比率が約7ポイント縮小する一方、加工食品は2010年（平成22年）
の約50％から2030年（令和12年）には約56％と、約6ポイント
伸びる見込み

□サウンディング型市場調査の結果概要
市場再整備の4パターンに対する可能性と課題

【既存施設の長寿命化】
• 市場施設を稼働させながらの改修工事は、安全衛生上の課題が
大きく、理想的な物流動線、機能配置が困難

【市場施設のみの新築】
• 市単独またはPFI方式で実施可能であるが、施設整備が使用料
増加に直結することが懸念される

【市場施設の新築に併せた余剰地の活用】
• 余剰地は民間商業施設や複合施設の開発・誘致・運営等の提
案が可能

【市場施設と民間活用施設の合築】
• 市場施設の上層階に食品関連物流事業者を誘致し、市場機能
の強化と取扱量の増加を目指すことが可能

□市場事業者の意向
施設規模や施設の配置、市場の衛生管理方法等に
関する市場事業者の意向

【施設規模と施設配置】
• 市場施設の配置集約と規模のコンパクト化
• 仲卸売場規模を分野や取扱量の大小に応じて柔軟に設定
【品質・衛生管理等に対応した市場の機能向上】
• 鮮度維持や品質管理に対する社会要請に対応可能な、
「閉鎖型施設の実現」と「売場・店舗のコールドチェーン化」
の実現

【荷捌き、ピッキングなどの物流動線の効率化】
• 荷受・荷捌き場、買荷保管積込所などピッキングや配送機
能の向上と共同化、冷蔵庫などの物流センター機能の拡充

浜松市中央卸売市場の将来ビジョンとコンセプト

安全・安心な生鮮食料品の安定供給と
流通のプラットフォームを担う拠点市場

本市場の持続的運営や地域との共存、市場が担うべき役割を踏まえ、安全で安心な生鮮食料品を安定供給する

市場本来の機能を維持しつつ、広域的な食料品流通の拠点としても機能する市場を目指す。

１) 施設規模の適正化が図られた施設づくりを目指す
⇒ 今後の取扱量を踏まえた施設規模の適正化
⇒ 場内事業者と出荷者にとって利用しやすい動線計画

３) 本市場の立地環境を活かした施設づくりを目指す
⇒ 豊かな農林・水産資源に恵まれた産物の集荷機能の強化
⇒ 配送機能の強化と合わせた、卸売市場間のハブ・アンド・スポーク機能の強化

７) 社会環境に適応した市場機能の変革を目指す
⇒ ICT技術を用いた物流DX推進と市場流通の合理化
⇒ 市場再整備を契機とした場内事業者の経営基盤の強化
⇒ 浜松地場産品のブランド化による販売戦略の形成及び販売力の強化

□豊かな農林・水産資源に恵まれた浜松
• 浜松市は、1,558平方キロメートルに及ぶ広大な市
域で、東に天竜川、西に浜名湖、南には遠州灘、北
には天竜美林など、豊かな自然環境に囲まれている。
また、年間の日照時間が長く、温暖な気候に恵まれ、
農業産出額全国７位、総農家数全国１位、農業就
業人口全国３位と全国有数の規模を誇る

□取扱量等の推移
• 野菜の産地別入荷量は、市内産の取扱量の割合が
２位、果実が１位と、市内産のウエイトは高い

• 生鮮魚、冷凍魚、塩加工品の産地別入荷量は、いず
れも静岡県産の取扱量が１位と、県内産のウエイトが
高い

《市場再整備の考え方（コンセプト）》

浜松市中央卸売市場を取り巻く環境
２) 商品の鮮度を維持し衛生管理が可能な施設づくりを目指す
⇒ 適切な商品管理を可能にする定温（低温）施設・設備、冷蔵庫の整備

４) 安全・安心で働きやすい施設づくりを目指す
⇒ 円滑な市場運営と市場で働く人びとにとって安全・安心で働きやすい施設計画
⇒ 災害発生時などの緊急事態でも継続的に生鮮食料品等を供給可能な施設計画

６) 地域まちづくりと地球環境への影響に配慮した市場設備の導入を目指す
⇒ 市場運営に伴い発生する環境負荷の影響に配慮した施設計画
⇒ SDGsなど持続可能な社会への関心の高まりを受けた市場機能の発揮

５）民間活力による余剰地活用とともに市場活性化を目指す
⇒ 市場施設規模の適正化に伴い発生する余剰地を活用した市場の活性化
⇒ 市場と共存可能な民間収益事業の誘致

浜松市中央卸売市場



■市場再整備の方針

■市場用地全体のゾーニング

• 市場の再整備においては、市場機能を全面移転可能な規模の
用地確保が困難であることから、現地での再整備を目指す

• 市場を稼働させながら既存建物を改修することは安全衛生上の
課題が大きいことに加え、既存建物の再整備は施設に大きな変
更要素がなく、理想的な物流動線・機能配置が困難であることや
既存施設の劣化度により工事内容が異なること、長寿命化と高
機能化を同時に実施することは、コスト増につながる可能性がある
ことから、全面建替えを目指す

• 市場エリアでは、現在の中央卸売市場機能を維持し、生鮮食料
品の物流構造等の変化に対応した動線の合理化を図るため、卸
売場、仲卸売場、荷捌き場、買荷保管積込所、冷蔵庫、加工
場などで構成される場内施設の集約と物流動線を整理

• 管理棟、関連棟などは、卸売棟周辺に配置し、買いまわりの利便
性確保と運営効率化を図る

• 市場エリアを確保したうえで発生した余剰地には、市場機能と連
携して活性化につながる民間収益施設の誘致を目指す

■市場の施設規模と機能配置

□売場機能の配置イメージ
市場のあり方検討における市場事業者の理想的な施設配置のイメージに、市場
機能の配置と場内動線の考え方を踏まえ次に示す

【青果】
• 屋根付きの荷下ろし場を設け、大口取引主体で仲卸店舗を介さない物流動線と、
小口取引主体の動線に区分

• 小口取引主体の仲卸業者は各店舗と連続した加工・配送・荷捌き施設を整備
• 大口取引主体の仲卸業者は、店舗・事務所とは別の位置に加工・配送・荷捌き施
設を整備

【水産】
• 屋根付きの荷下ろし場を設け、大口取引と小口取引の動線を荷下ろし段階で分離
• 仲卸業者は各スペースに適宜加工設備等を整備
• せり・入札取引、相対取引に対応した卸売場を設置
• 必要に応じて、卸売場内に買荷保管庫（冷蔵、冷凍）を設置

市場再整備方針

浜松市中央卸売市場再整備基本構想（案）（概要版） 2022年３月
浜松市産業部中央卸売市場 〒435-0023 静岡県浜松市南区新貝町239-1 TEL 053-427-7403 FAX 053-427-7404

E-mail orosika@city.hamamatsu.shizuoka.jp

□新市場施設の規模
• 市場の施設規模については、市場内事業者への整備後希望面積に関する調査結果及び使用
実態を踏まえ設定

• 市場の取扱数量の目標値等を用いて市場の規模を算定する「卸売市場施設規模算定基準」を
用いて算出した結果、市場の基礎機能（卸売場、仲卸売場、買荷保管積込所）は、現況と
比較して80％程度の規模となる事を確認
※農林水産省の第10次卸売市場整備基本方針の「卸売市場施設規模算定基準」を使用

□機能配置と場内動線
【市場施設のコンパクト化】
• 市場内の取引が、せり売りから相対取引への移行により、量販店等中心の大口取引と、専門小
売店や飲食店等の小口取引に大きく分かれていることを考慮し、卸売場、仲卸売場などの市場
の基礎機能をコンパクト化
▼せり売りと相対取引の取引量の変化
青果 水産

【場内業者の取扱量の大小による柔軟な施設配置】
• 取扱量の大小や取引先の形態に応じた仲卸売場、買荷保管積込所等の機能配置や動線を設
定し、それぞれの取引方法を維持・両立可能な機能配置、場内動線とする

【場内物流動線の整理】
• 商品の搬出入を効率化するため、搬入・搬出用トラックバースを別々に設け、商品の積降場所を
特定し、動線の交錯を抑制

• 買受人が買いまわりやすいように青果と水産の仲卸売場と関連店舗をできるだけ近くに配置

▼市場再整備スケジュール（官民連携手法採用の場合）
項 目 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年以降

基本構想
基本計画
民間活力導入可能性調査

事業者選定
実施方針等の作成
事業者公募・選定

設計・建設
場内事業者との調整

大口取引に対応した荷下ろしスペース 定温化された仲卸売場 小口取引に対応した卸売場
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▼売場の機能配置イメージ

▼大口・小口取引のイメージ

▼ゾーニングイメージ

• 本市場の将来ビジョンの実現に向けた市場再整備事業の実施に
あたっては、公共と民間が連携して公共施設等の建設、維持管
理、運営等を行うことで、民間の創意工夫等を活用して財政資
金の効率化等、行政の財政負担の軽減やサービス提供等を目
的に導入されている官民連携手法の導入を検討

• 基本構想策定後、2023年度（令和５年度）
にかけて、市場再整備基本計画策定と並行して
民間活力導入可能性調査を実施

• 2024年度（令和６年度）から2025年度（令
和７年度）にかけて、再整備事業を担う民間事
業者を選定し、2026年度（令和８年度）以降
設計・建設等の再整備事業の着手予定

■市場再整備の事業スキーム ■市場再整備スケジュール

※

水産青果



令和４年度第１回東区協議会 交通安全委員会 活動報告 

日 時 令和４年５月 17 日（火）10:00～11:40 

会 場 東区植松町７７番地の９先路上及び東区役所３３会議室 

出席者 齋藤 宣男、原 利夫、馬塚 繁光、松本 久和、山田 俊明、 

米山 英二（50音順・敬称略） 

事務局 小粥 規正、天野 数幸（東区区振興課） 

【交通死亡事故現場確認】東区植松町７７番地の９先路上（令和３年１１月２１日発生現場）

〇現場にて浜松東署交通課後藤健三郎交通係長により、原因及び注意点等の解説。 

 ・死亡事故現場の停止箇所（ゼブラ部分）の延長及びポストを設置し、交差点の 

範囲を狭め、自動車が直角に近い形で右折するように処置。 

（１）委員長あいさつ 

（２）交通死亡事故発生状況等について 

・東区においては、交通人身事故件数は減少傾向にある。 

  ただし、二輪車（排気量１２５ＣＣ）については、２９歳以下の事故は増加傾向と 

  なっている。 

・自転車の事故件数は減少傾向にある。

（３）その他 

（４）今後の予定について 

■第２回交通安全委員会 

    日時：８月 16 日（火）10:00～ 

    場所：東区役所 33 会議室 

内容：東区交通安全リーフレット更新、高齢者交通安全啓発用チラシの作成に 

ついて ほか 
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令和４年度 第１回東区協議会地域防災委員会 活動報告 

 開 催 日 令和４年５月１７日（火） ９時３０分～１０時５０分 

 開催場所 東区役所 ３１会議室 

出 席 者 委員長：小野敏彦、委員：神谷幹生、河合洋子、小池太江子、杉本ともえ、 

鈴木三雄、鈴木祐一、眞嶋理恵 （敬称略・委員長以降五十音順）

事 務 局 渡邊真、長谷川光洋、伊藤謙佑、杉森保雄 

１ 議事 

 （１）今年度のテーマについて 

 （２）その他 

  （事務局） 

    ・今年度のテーマや活動内容についてご意見をいただきたい。 

・新型コロナ感染拡大も収まりつつあるので、防災に関する施設や現場の視察や実

践が伴う活動もできるようになってきている。 

  （委員からの意見） 

    ・視察を行うにしても何のために視察を行うのか目的をはっきりさせたい。視察に

行って終わりにしていては意味がない。 

    ・福祉避難所の運営、マンホールトイレの設営など体験を伴うものが良い。委員会

内部で完結させないように、市民、他団体（児童・生徒など）を巻き込んで体験

を共有・波及させたい。資材の設営の様子を撮影して公開するなど発信力がある

ものも好ましい。 

     →単発に終わらせないため、発信できる場所があれば、半年間、簡易トイレを設

置するなどして、その施設の利用者の意識付けに役立てたい。 

     →マンホールトイレなどの資材を実際に設営したことがある大人を地域で増やし

ていく必要がある。 

    ・パッククッキングの体験も興味があるが、外で行うなど設備が整っていない状況

で行うなど工夫が欲しい。 

    ・鈴木三雄委員のボランティアの活動について、話を伺ってみたい。 

     →昨年の熱海の土砂災害は他人事ではない。これから雨の多い時期になってくる

ので知っておく必要がある。 …講演について鈴木三雄委員から了承を得る 

  （これらの意見から） 

    今年度の協議テーマは、見て 感じて つなぐ 防災 とする。 

    内部に活動を留めるのではなく、地域防災委員以外の協議会委員や他の団体、市民

と情報や体験を共有や発信をしていきたい。 

     ・区協議会の機会に災害ボランティアの講演会の開催 

     ・マンホールトイレの設営体験 

２ 次回開催予定について 

   日時 令和４年６月２９日（水） 区協議会終了後１時間程 

   会場 東区役所３１、３２会議室 

   内容 鈴木三雄委員による講話「熱海の災害ボランティアから見た被災地の地域課題」 

      浜松市東区災害ボランティア連絡所属の鈴木三雄委員から、熱海市伊豆山土石

流災害（R3）等、被災地現場での災害ボランティア活動を通して感じた地域の

課題、問題点などを話していただく。 



令和４年度第１回東区協議会 地域福祉委員会 活動報告 

日 時 令和４年５月 23 日（月）9:00～10:30 

会 場 東区役所 33 会議室 

出席者  石津 幸子、河合 よしの、清水 猶、鈴木 康弘、宮下 まゆみ 

村松 信子（50音順・敬称略） 

鈴木 誠隆 社会福祉課長、青野 守弘 長寿保険課長、枝村 賢美 健康づくり課長 

事務局  知久 正幸（東区区振興課） 

（１）令和４年度活動内容について テーマ「地域の支えあい・つながりづくり」 

     令和４年度の活動内容について次のとおり話し合った。 

   ＜委員からの意見＞ 

・観光コンベンション課 北嶋課長から、春野町において移動支援事業を行っている

との内容のお話を伺う機会があった。話の内容は、地区社協及び地区民児協の活

動に関わることであるので、声かけをし「地域の支えあい・つながりづくり」に

つなげたい。 

・昨年度の活動まとめにおいて、買物難民、移動支援の問題を抱えているとの話 

があった。事業者を招いて業務の事例や、提供しているサービスを聞きたい。 

・移動販売サービスが継続できるように、地域の役割・協力すべきことなどを確認

したい。 

・地域共生社会を目指す活動実績がある「長上・積志」の実践事例を、福祉委員会

の中で提案していただいたらどうか（蒲地区は、１０月の東区地域福祉講演会の

提案者として決定済み） 

＜活動案＞ 

「地域の支えあい・つながりづくり」について次の講話を受けることに決定した。 

「地域の支えあい・つながりづくり」」観光コンベンション課 北嶋 秀明課長 

「移動販売サービスの事業紹介」株式会社遠鉄ストア  

「地域のたすけあい」長上・積志地区協議体  

（２）今後の予定について 

     第２回地域福祉委員会 

日時：令和３年７月頃を予定 

場所：東区役所 33 会議室 

内容：「地域の支えあい・つながりづくり」について講話



令和４年６月２９日 

東区健康づくり課 

新型コロナウイルスワクチン４回目接種について 

 新型コロナウイルスワクチン４回目接種については、感染者の今後の再拡大も念頭

に置きつつ、４回目接種の有効性・安全性に関する知見、諸外国の対応状況を踏まえ、

重症化予防を目的として特別臨時接種に位置づけ実施される決定がされました。 

５月２５日には予防接種法の政省令が改正され、新型コロナウイルスワクチンの４

回目接種が本格的に始まっていくことを受け、本市における今後の接種体制等につい

てお知らせします。 

記 

１ ４回目接種概要

接種間隔 ３回目接種から少なくとも５カ月以上空けること 

接種対象 ①６０歳以上の者 

②１８歳以上６０歳未満で基礎疾患を有する者 

③その他、重症化リスクが高いと医師が認める者 

使用ワクチン ファイザー社製ワクチンおよびモデルナ社製ワクチン 

接種勧奨 全ての接種対象者について接種勧奨の規定を適用するが、努力義

務は６０歳以上の者に適用 

２ 接種券発送 

接種券については、基礎疾患を有する方について対象の把握が難しいことに加え、 

 今後の対象拡大を考慮し、３回目接種が完了している全ての方に順次送ります。 

  発送は、３回目の時と同様、接種可能月の前月末までにお手元に届くよう発送し

ます。   

※初回発送は５月３１日を予定しています。 

３回目接種月 接種者数（うち６０歳以上） 発送時期 接種可能月 

１２月 約 6,700人 （約 1,200人） 
５月３１日 

予定

５月 

１月 約 30,500人 （約 17,700人） ６月 

２月 約 161,500人 （約 138,200人） ６月 ７月 

３月 約 156,200人 （約 68,400人） ７月 ８月 

４月 約 82,300人 （約 15,500人） ８月 ９月 



３ 接種体制 

３回目追加接種同様、市内個別接種医療機関にて個別接種、市が運営する集団接

種会場で実施します。

【予約方法】

集団接種  ①ワクチン専用ダイヤルでの電話予約 

         ０１２０－３１９－５６７ ※受付時間：午前９時～午後５時 

        ②市の予約システム 

          https://city.hamamatsu.shizuoka.jp/kenkozoshin/korona/  

              mass_vaccination.html 

  個別接種 

       接種券に同封されている医療機関一覧表又または 

浜松市公式ホームページを確認の上、直接、医療機関へ予約してください。 

https://city.hamamatsu.shizuoka.jp/kenkozoshin/list.html 

４ その他 

政省令改正により、現在、初回接種から６カ月の間隔を空けて行っている３回目

追加接種の接種間隔も５カ月に変更となります。 

  これに伴い、現在、お手元に接種券が届いている方は希望すれば３回目追加接種

が可能となります。 

  ４回目を含め、ワクチンの供給は十分ですので、是非ワクチン接種についてご検

討ください。

個別医療機関 集団接種会場 

実施場所 市内約450箇所 
ザザシティ浜松（６月～） 

はまきたプラザホテル（７月～） 

使用ワクチン ファイザー社製ワクチン モデルナ社製ワクチン 



新型コロナワクチン ４回目接種の対象者

★60歳以上の方 

★18歳以上で基礎疾患を有する方※1  

※1 基礎疾患を有する方 とは 

次の病気や状態の方で、通院／入院している人
慢性の呼吸器の病気／慢性の心臓病（高血圧を含む）／慢性の腎臓病／慢性の肝臓病（肝硬変等）／インスリンや飲み薬で

治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病／血液の病気（ただし鉄欠乏性貧血を除く）／免疫の機能が低下する病気

（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む）／ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている／免疫の異常に伴う

神経疾患や神経筋疾患／神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）／染色体異常／重症心身  

障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）／睡眠時無呼吸症候群／重い精神疾患（精神疾患の治療のため 

入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、または自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）

や知的障害（療育手帳を所持している場合） 

★基準（ＢＭＩ３０以上）を満たす肥満の人
ＢＭＩ＝体重（㎏）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ） 

★重症化リスクが高いと医師が認める方
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令和４年６月８日 浜松市 市民部 市民協働・地域政策課 

地域政策グループ  

℡ 053-457-2094 担当：鈴木（康）・小久保
報 道 発 表

区協議会の開催日程（６月）について（変更）

市民協働で築く「未来へかがやく創造都市・浜松」

６月７日付の報道発表資料の内容に修正がありましたので、以下のとおり報告します。

【修正内容】開催日の修正  ※修正箇所は表中の下線部 

中区協議会 （修正後）28 日（火） （修正前）29 日（水） 

協議会名 回数 日 時 場 所 会議内容（予定） 傍聴定員 問合先

中区
協議会

第3回
6月28日
（火）
14：00～

アイミティ浜松
2階　大会議室

・

・

・

（協議）浜松市中央卸売市場再整備基本構
想（案）のパブリック・コメントの実施について
（報告）区協議会からの意見・要望付き答申
への対応状況について
その他

5人程度
(先着順)

中区役所
区振興課

TEL457-2210

東区
協議会

第2回
6月29日
（水）
13：30～

東区役所
3階31・32会議室

・

・

・

（協議）令和３年度東区地域力向上事業（助
成事業）の事後評価について
（協議）浜松市中央卸売市場再整備基本構
想（案）のパブリック・コメントの実施について
その他

5人程度
(先着順)

東区役所
区振興課

TEL:424-0115

西区
協議会

第3回
6月15日
（水）
13：30～

舞阪協働センター
1階ホール

・

・

（協議）浜松市中央卸売市場再整備基本構
想（案）のパブリック・コメントの実施について
その他

5人程度
(先着順)

西区役所
区振興課

TEL:597-1112

南区
協議会

- - - -
南区役所
区振興課

TEL:425-1120

北区
協議会

第3回
6月22日
（水）
10：00～

北区役所
3階31・32会議室

・

・

・

（協議）令和４年度北区地域力向上事業（助
成事業）の提案について
（協議）浜松市中央卸売市場再整備基本構
想（案）のパブリック・コメントの実施について
その他

5人程度
(先着順)

北区役所
区振興課

TEL:523-1112

浜北区
協議会

第3回
6月23日
（木）
13：30～

浜北区役所
3階大会議室

・

・

・

（協議）浜松市中央卸売市場再整備基本構
想（案）のパブリック・コメントの実施について
（報告）協働センターを核とした地域課題解
決事業について
その他

10人程度
(先着順)

浜北区役所
区振興課

TEL585-1141

天竜区
協議会

第3回
6月22日
（水）
14：00～

天竜区役所
2階21・22会議室

・

・

（協議）浜松市中央卸売市場再整備基本構
想（案）のパブリック・コメントの実施について
その他

5人程度
(先着順)

天竜区役所
区振興課

TEL922-0013

-

＊傍聴の申し込みは、各区役所区振興課へお問い合わせください。

＊傍聴される場合は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するため、下記の点にご協力くださ

い。なお、発熱等の風邪症状のある方は、傍聴をご遠慮くださいますようお願いします。

  ・マスクの着用

  ・手指消毒液の使用（傍聴者受付に用意しております。）


